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キャッシュレス化の推進と収入証紙制度の見直しについて  

 

くらしと行政のデジタル化を推進するため、収入証紙によ

り収納している手数料等について、キャッシュレス化を進め、

収入証紙制度を廃止する。  

 

１  キャッシュレス化に向けた取組        

  キャッシュレス化を推進し、県民の利便性を向上させる。 

 

(1) 電子申請・電子収納の拡大  

「 e-Kanagawa 電子申請システム」や国が提供するシス

テムの活用をさらに促進する。  

   

(2) 窓口キャッシュレス決済の拡大  

申 請 窓 口 に お い て 、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド や 交 通 系 Ｉ Ｃ  

カード等が使えるマルチ決済端末を順次、配備していく。 

      

(3) コンビニ収納の拡大  

キャッシュレス決済に対応できない方のため、収入証  

紙で収納している手数料等についても、コンビニエンス  

ストアでの現金収納を開始する。                                                                                                                                                                                                                                         

 

２  収入証紙制度の廃止  

  キャッシュレス化などの体制が整った手数料等から、順

次、収入証紙の利用を終了していく。  

  最 終 的 に 令 和 ７ 年 ９ 月 末 ま で に 収 入 証 紙 の 販 売 を 終 了

(収入証紙制度の廃止 )し、令和８年３月末に収入証紙の利

用終了を目指す。  

 

３  周知  

  申請を行う県民・事業者に対して、収入証紙の利用期限、

新たな支払方法等について県の広報媒体や、申請手続に関

係する事業者団体などを通じて、周知する。  

また、収入証紙の販売所へ販売終了時期、残った収入証紙

の取扱い等の説明を行う。  
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４  今後の予定  

  令和６年度  

   (キャッシュレス化に向けた取組 )  

・電子申請・電子収納の拡大  

    ・窓口キャッシュレス決済の拡大  

・コンビニ収納の拡大  

  

(条例改正に係る動き ) 

・令和６年６月、 11 月 ※ １  

「収入証紙に関する条例」の一部改正議案 ※ ２ を提出  

 

キ ャ ッ シ ュ レス 化 等 の 体 制が 整 っ た 手 数料 等 か

ら、順次、収入証紙の利用を終了する 。  

 

※ １  上 記 以 外 の 時 期 に も 議 案 を 提 出 す る 可 能 性 が あ る 。   

※ ２  収 入 証 紙 に よ り 収 納 可 能 な 手 数 料 等 を 記 載 し た 別 表    

か ら 、収 入 証 紙 の 利 用 を 終 了 す る 手 数 料 等 を 削 除 す る 。 

 

  ・令和７年２月               

「 収 入 証紙 に関 す る 条例 を廃 止 す る 条 例」 の 議 案

を提出（令和 7 年 10 月 1 日施行）  

 

収入証紙制度を廃止する。  

 

令和７年度  

  ・令和７年９月末  

      収入証紙の販売を終了  

 

    ・令和８年３月末  

          全ての収入証紙の利用を終了   
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